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寒川町青少年問題協議会条例の一部改正について 

 

寒川町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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提案理由 

寒川町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正に伴い、条文

の整理を図るため提案する。 



寒川町条例第 号 

 

寒川町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 

 

寒川町青少年問題協議会条例（昭和35年寒川町条例第20号）の一部を次のように改

正する。 

第8条中「規則」を「教育委員会規則」に改める。 

附 則 

この条例は、令和7年4月1日から施行する。 



寒 川 町 青 少 年 問 題 協 議 会 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 委 任 ）  （ 委 任 ）  

第 8条  こ の 条 例 に 定 め る も の を 除 く ほ

か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 に

つ い て は 、 規 則 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ で 定 め る 。  

第 8条  こ の 条 例 に 定 め る も の を 除 く ほ

か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 に

つ い て は 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 7年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


